
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  調査に該当しない行為とは 

Ｑ：来年から税務調査の手続きが改正され

るそうですが、税務調査に似た行為でも税務

調査に該当しないものもあるとか。どのよう

になっているのですか？                                  

  

Ａ：次のようになっています。 

【解説】 

通達では、次の行為は調査に該当しないと

しています。 

 ①提出された納税申告書の自発的な見直しを

要請する行為で一定のもの 

 ②提出された納税申告書の記載事項につき税

法の適用誤りがあるのではないかと思慮さ

れる場合において、納税義務者に対して、

適用の有無を確認するために必要な基本的

情報の自発的な提供を要請した上で、必要

に応じて修正申告書等の自発的な提出を要

請する行為 

 ③納税申告書の提出がないためその提出義務

の有無を確認する必要がある場合において、

その義務の有無を確認するために必要な基

本的情報の自発的な提供を要請した上で、

必要に応じて納税申告書の自発的な提出を

要請する行為 

 ④税務署員が保有している情報等に照らして、

源泉徴収税額の納税額に過不足があると思

慮される場合に納税義務者に源泉徴収税額

の自主納付等を要請する行為 

 ⑤源泉徴収義務があるのではと思慮される者

に対して、その有無を確認するために必要

な情報の自発的な提供を要請した上で、源

泉徴収税額の自主納付を要請する行為 
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